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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
が
再
度
犯
し
た
消
防
法
違
反
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
一
年
十
月
二
十
九
日 

衆 

議 

院 

議 
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前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

阿 

部 

昭 

吾 

 

一 

 



 

成
田
新
空
港
・
千
葉
港
頭
間
の
航
空
燃
料
輸
送
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
以
下
「
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
の
埋
設

に
失
敗
し
た
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
）
は
、
航
空
燃
料
暫
定
輸
送
計
画
の
一
環
と
称
し
、
成

田
市
土
屋
・
新
空
港
間
に
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
以
下
「
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
）
の
埋
設
を
沿
線
住
民
の
反
対
を

押
し
切
り
強
行
し
た
。
沿
線
住
民
の
反
対
は
公
団
が
設
置
す
る
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
素 

 

ぼ
く
な
危
ぐ
の
念
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
過
日
消
防
法
に
よ
る
移
送
取
扱
所
を
し
て
設
置
許
可
を
受
け 

 

た
北
海
道
電
力
伊
達
発
電
所
と
室
蘭
市
と
を
結
ぶ
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
（
以
下
「
伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
」
と
い
う
） 

 
 

施
設
と
比
較
し
、
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
保
安
施
設
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
。 

一 

公
団
の
敷
設
す
る
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
に
対
し
沿
線
住
民
の
も
つ
素
ぼ
く
な
危
ぐ
の
念
の
正
当
性
に
つ 

 
以
下
、
公
団
の
も
つ
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
技
術
の
安
全
性
に
係
る
諸
点
に
つ
き
、
政
府
の
見
解
を
質
し
た
い
。 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
が
再
度
犯
し
た
消
防
法
違
反
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

二 

伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
設
置
許
可
申
請
書
に
よ
れ
ば
、
移
送
取
扱
所
構
造
設
備
明
細
書
で
危
険
物
除
去 

 

装
置
の
必
要
性
が
示
さ
れ
、
か
つ
設
置
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
添
付
資
料
で
は
危
険
物
除
去
の
た
め
の 

 
 

設
備
は
、
配
管
に
漏
え
い
が
生
じ
た
場
合
、
管
内
の
石
油
を
水
で
置
換
し
、
被
害
の
拡
大
防
止
及
び
補
修
作
業
を 

 

容
易
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
発
タ
ー
ミ
ナ
ル
送
油
ポ
ン
プ
よ
り
ス
フ
ェ
ア
ー
を
介
し
て
水
を
注
入
し
、
管 

 
 

内
の
石
油
を
着
タ
ー
ミ
ナ
ル
ヘ
パ
ー
ジ
す
る
方
式
（
以
下
「
方
式
1
」
と
い
う
）
に
加
え
て
、
当
該
区
間
の
み
を
除 

(4) 

右
に
つ
い
て
公
団
側
の
理
由
及
び
根
拠 

(3) 

(1)
及
び

(2)
が
同
一
で
あ
る
と
す
る
場
合
、
公
団
が
千
葉
市
に
よ
り
相
手
に
さ
れ
ず
（
当
事
者
能
力
を
失 

 
 

い
）
、
運
輸
省
な
ら
ば
相
手
に
さ
れ
る
と
す
る
運
輸
省
側
の
理
由
及
び
根
拠 

(2) 

公
団
の
も
つ
認
識
の
内
容
及
び
そ
の
変
遷 

(1) 

運
輸
省
の
も
つ
認
識
の
内
容
及
び
そ
の
変
遷 

い
て
、
運
輸
省
及
び
公
団
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
つ
て
き
、
か
つ
現
在
も
つ
て
い
る
か
。 

四 

 



 

三 

高
圧
ガ
ス
取
締
法
に
基
づ
き
通
産
三
八
（
昭
和
五
十
年
四
月
二
十
五
日
付
）
と
し
て
制
定
さ
れ
た
コ
ン
ビ
ナ
ー 

 

ト
等
保
安
規
則
（
以
下
「
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
規
則
」
と
い
う
）
第
四
十
五
条
で
は
内
容
物
除
去
装
置
に
つ
い
て
、
「
導 

 
 

管
に
は
、
相
隣
接
す
る
緊
急
し
や
断
装
置
の
区
間
ご
と
に
当
該
導
管
内
の
高
圧
ガ
ス
を
移
送
し
、
不
活
性
ガ
ス 

 
 

等
に
よ
り
置
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
次
に
よ
り 

 
 

通
産
省
の
見
解
を
根
拠
を
付
し
て
具
体
的
に
明
示
さ
れ
た
い
。 

(1) 

い
わ
ば
方
式

2
に
相
当
す
る
が
如
く
、
相
隣
接
す
る
各
緊
急
し
や
断
装
置
の
区
間
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立 

伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
危
険
物
除
去
装
置
は
、
方
式

1
及
び

2
に
よ
り
危
険
物
の
規
則
に
関
す
る
規
則 

（
以
下
「
危
険
物
規
則
」
と
い
う
）
第
二
十
八
条
の
三
十
四
の
要
件
を
「
必
要
に
し
て
十
分
に
」
に
充
足
す
る
こ
と
に

な
る
の
か
に
つ
き
、
自
治
省
消
防
庁
の
見
解
を
根
拠
・
理
由
を
添
え
て
明
示
さ
れ
た
い
。 

去
す
る
た
め
、
各
緊
急
し
や
断
弁
の
前
後
に
設
置
さ
れ
る
ボ
ー
ル
弁
に
ホ
ー
ス
を
接
続
し
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー 

 
 

に
石
油
を
移
送
す
る
方
式
（
以
下
「
方
式
2
」
と
い
う
）
を
も
つ
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 五 

 



 

(7) 

相
隣
接
す
る
緊
急
し
や
断
装
置
の
区
間
は
保
安
対
策
上
可
能
な
限
り
短
い
程
危
険
性
が
低
下
す
る
と
思
料 

さ
れ
る
が
、
こ
の
区
間
の
許
容
さ
れ
る
最
長
距
離
を
決
定
す
る
保
安
対
策
上
の
要
因 

(6) 

右
の
装
置
の
設
置
を
必
要
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由
及
び
設
置
の
効
果 

(5) 

緊
急
し
や
断
装
置
（
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
規
則
第
四
十
四
条
）
の
設
置
目
的
及
び
機
能 

(4) 

不
活
性
ガ
ス
等
の
「
等
」
に
は
何
が
含
ま
れ
て
い
る
か
。
「
等
」
に
共
通
す
る
物
性
及
び
対
応
す
る
物
質
の
具

体
例 

(3) 

不
活
性
ガ
ス
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
か
。 

(2) 
い
わ
ば
方
式

1
に
相
当
す
る
が
如
く
、
緊
急
し
や
断
装
置
の
存
在
を
無
視
し
て
導
管
全
体
の
内
容
物
が
一 

 

体
の
も
の
と
し
て
置
換
さ
れ
る
よ
う
な
方
式
、
こ
の
方
式
だ
け
で
は
内
容
物
除
去
装
置
と
し
て
容
認
さ
れ
な 

 

い
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由 

に
高
圧
ガ
ス
（
内
容
物
）
が
置
換
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由 

六 

 



 

四 

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
）
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の

事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う
）
第
三
十
四
条
で
は
、
石
油
除

去
措
置
に
つ
い
て
、
「
導
管
に
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
導
管
内
の
石
油
を
除
去
す
る
措
置
を 

 
 

講
じ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
事
業
用
施
設
の
技
術
上
の
基
準
の
細
目 

 
 

を
定
め
る
告
示
（
以
下
「
技
術
基
準
告
示
」
と
い
う
）
第
四
十
六
条
で
は
、
石
油
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て 

「
省
令
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
導
管
に
は
、
相
隣
接
し
た

2
の
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
の
石
油
を
安
全 

 
 

に
水
又
は
不
燃
性
の
気
体
に
置
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い 

 

る
が
、
次
に
よ
り
通
産
省
の
見
解
を
根
拠
を
付
し
て
具
体
的
に
明
示
さ
れ
た
い
。 

(1) 

い
わ
ば
方
式

2
に
相
当
す
る
が
如
く
、
相
隣
接
す
る
各
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に 

 

石
油
が
置
換
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由 

(8) 
右
の
最
長
距
離
が
緊
急
し
や
断
装
置
の
設
置
の
効
果
に
及
ぼ
す
右
要
因
ご
と
の
影
響 

七 

 



 

(8) 

右
の
最
長
距
離
が
緊
急
し
や
断
弁
の
設
置
の
効
果
に
及
ぼ
す
右
要
因
ご
と
の
影
響 

(7) 

相
隣
接
す
る
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
は
、
保
安
対
策
上
可
能
な
限
り
短
い
程
、
危
険
性
が
低
下
す
る
と
思 

 

料
さ
れ
る
が
、
こ
の
区
間
の
許
容
さ
れ
る
最
長
距
離
を
決
定
す
る
保
安
対
策
上
の
要
因 

(6) 

右
の
弁
の
設
置
を
必
要
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由
及
び
設
置
の
効
果 

(5) 

緊
急
し
や
断
弁
（
技
術
基
準
省
令
第
三
十
三
条
）
の
設
置
目
的
及
び
機
能 

(4) 

不
燃
性
の
気
体
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
。 

(3) 

ピ
グ
取
扱
い
装
置
（
技
術
基
準
省
令
第
五
十
四
条
）
は
何
故
保
安
設
備
等
（
技
術
基
準
省
令
第
三
章
）
と
し
て

分
類
さ
れ
な
か
つ
た
の
か
。 

(2) 
い
わ
ば
方
式
1
に
相
当
す
る
が
如
く
緊
急
し
や
断
弁
の
存
在
を
無
視
し
て
導
管
全
体
の
内
容
物
（
石
油
）
が 

一
体
の
も
の
と
し
て
例
え
ば
ピ
グ
取
扱
い
装
置
の
転
用
に
よ
り
置
換
さ
れ
る
よ
う
な
方
式
、
こ
の
方
式
だ
け 

 

で
は
石
油
除
去
措
置
と
し
て
は
容
認
さ
れ
な
い
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由 

八 

 



 

五 

消
防
法
令
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
危
険
物
規
則
第
二
十
八
条
の
三
十
四
で
は
、
危
険
物
除
去
措
置
に
つ
い 

 
 

て
、
「
配
管
に
は
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
配
管
内
の
危
険
物
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
自
治
九
九
（
昭
和
四
十
九
年
五
月
一
日
付
）
（
以
下
「
危
険
物
告
示
」
と
い
う
）

第
四
十
九
条
で
は
、
危
険
物
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
「
規
則
第
二
十
八
条
の
三
十
四
の
規
定
に
よ 

 
 

り
、
配
管
に
は
、
相
隣
接
し
た

2
の
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
の
危
険
物
を
安
全
に
水
又
は
不
燃
性
の
気
体
に
置 

 

換
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
次
に
よ
り
自
治
省
消
防
庁 

 
 

の
見
解
を
根
拠
を
付
し
て
具
体
的
に
明
示
さ
れ
た
い
。 

(1) 

い
わ
ば
方
式

1
に
相
当
す
る
が
如
く
、
緊
急
し
や
断
弁
の
存
在
を
無
視
し
て
、
配
管
全
体
の
内
容
物
（
危 

 
 

険
物
）
が
一
体
の
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
ピ
グ
取
扱
い
装
置
（
危
険
物
規
則
第
二
十
八
条
の
四
十
八
）
の
転 

(9) 
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
規
則
第
四
十
五
条
の
内
容
物
除
去
装
置
と
技
術
基
準
省
令
第
三
十
四
条
の
石
油
除
去
措
置 

と
は
保
安
対
策
上
ど
ち
ら
が
有
効
で
あ
る
か
。 

九 

 



 

(7) 

右
の
最
長
距
離
が
緊
急
し
や
断
弁
の
設
置
の
効
果
に
及
ぼ
す
右
要
因
ご
と
の
影
響 

(6) 

相
隣
接
す
る
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
は
、
保
安
対
策
上
可
能
な
限
り
短
い
程
配
管
の
異
常
の
影
響
が
短
い 

 

区
間
に
封
じ
込
め
ら
れ
、
危
険
性
が
低
下
す
る
と
思
料
さ
れ
る
が
、
こ
の
区
間
の
許
容
さ
れ
る
最
長
距
離
を 

 
 

決
定
す
る
保
安
対
策
上
の
要
因 

(5) 

右
の
弁
の
設
置
を
必
要
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由
及
び
設
置
の
効
果 

(4) 

緊
急
し
や
断
弁
（
危
険
物
規
則
第
二
十
八
条
の
三
十
三
）
の
設
置
目
的
及
び
機
能 

(3) 

不
燃
性
気
体
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
か
。 

(2) 
(1)
だ
け
で
は
危
険
物
除
去
措
置
と
し
て
は
保
安
対
策
上
不
完
全
で
あ
つ
て
、
い
わ
ば
方
式
2
に
相
当
す
る 

 
 

が
如
く
、
相
隣
接
す
る
各
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
危
険
物
が
置
換
さ
れ
る
必
要
が 

 

あ
る
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由 

用
に
よ
り
置
換
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
保
安
対
策
上
の
理
由 

一
〇 

 



 

六 

相
隣
接
し
た
緊
急
し
や
断
弁
の
区
間
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
危
険
物
が
安
全
に
水
又
は
不
燃
性
の
気
体
に 

(10) 

右
の
関
係
を
規
定
す
る
法
令
上
の
根
拠 

(9) 

技
術
基
準
省
令
と
移
送
取
扱
所
に
関
す
る
危
険
物
規
則
、
ま
た
技
術
基
準
告
示
と
危
険
物
告
示
と
は
そ
れ 

 

ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。 

(8) 
配
管
に
異
常
事
態
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
発
生
が
予
測
さ
れ
、
緊
急
し
や
断
弁
が
閉
じ
ら
れ
た
あ
と
、
異 

 
 

常
事
態
か
ら
回
復
す
る
補
修
作
業
の
た
め
配
管
内
の
危
険
物
が
除
去
さ
れ
る
べ
き
手
順
に
つ
い
て
、
次
の
場 

 

合
に
分
類
し
て 

(ニ) 

緊
急
し
や
断
弁
に
異
常
が
生
じ
開
か
な
く
な
つ
た
場
合 

(ハ) 

配
管
の
一
部
か
ら
の
応
急
処
置
可
能
な
漏
え
い
の
場
合 

(ロ) 

配
管
の
一
部
か
ら
の
応
急
処
置
不
能
の
漏
え
い
の
場
合 

(イ) 

管
の
一
部
が
切
断
し
た
場
合 

一
一 

 



 

(4) 

右
に
お
い
て
、
方
式

2
の
運
用
を
実
現
す
べ
く
緊
急
し
や
断
弁
の
前
後
に
ホ
ー
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
の
た
め 

 

ボ
ー
ル
弁
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合
、
消
防
法
第
十
一
条
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
手
続
き
が
必
要
に 

(3) 

伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
危
険
物
除
去
装
置
が
方
式
2
の
運
用
を
欠
く
と
き
、
消
防
法
第
十
二
条
一
項 

 

に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。 

(2) 

右
に
お
い
て
、
移
送
取
扱
所
を
消
防
法
第
十
条
四
項
の
技
術
上
の
基
準
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令 

 

第
十
八
条
の
二
の
一
項
）
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
は
、
消
防
法
第
十
一
条
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
手 

 
 

続
き
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。 

(1) 

右
移
送
取
扱
所
は
、
消
防
法
第
十
二
条
一
項
に
い
う
技
術
上
の
基
準
維
持
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る 

 

の
で
は
な
い
の
か
。 

置
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
「
危
険
物
除
去
措
置
」
し
か
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
移
送
取
扱
所
に
つ
い
て
、 

 

次
に
よ
り
根
拠
・
理
由
を
付
し
て
自
治
省
消
防
庁
の
見
解
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

一
二 

 



 

八 

公
団
が
市
道
占
用
許
可
申
請
書
に
関
連
し
て
成
田
市
に
提
出
し
た
暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
施
設
概
要
調
書
の 

七 

消
防
法
第
十
二
条
一
項
の
技
術
基
準
維
持
義
務
の
違
反
事
実
が
判
明
し
、
か
つ
同
条
二
項
の
措
置
命
令
が
な 

 

さ
れ
な
い
場
合
、
危
険
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
住
民
に
と
つ
て
ど
の
よ
う
な
行
政
救
済
が
可
能
か
に
つ 

 

い
て
、
行
政
管
理
庁
の
見
解
を
法
令
上
の
根
拠
・
理
由
を
付
し
て
明
示
さ
れ
た
い
。 

(5) 
自
治
省
令
第
十
二
号
（
昭
和
四
十
九
年
五
月
一
日
付
）
附
則
4
項
に
よ
れ
ば
、
危
険
物
規
則
第
二
十
八
条
の 

 

三
十
四
（
危
険
物
除
去
措
置
）
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
一
日
以
降
既
設
の
も
の
を
含
め
す 

 

べ
て
の
移
送
取
扱
所
に
係
る
技
術
上
の
基
準
と
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
、
即
ち
有
効
で
あ
る
と
し
て
よ
い
の 

 

で
は
な
い
の
か
。 

な
る
の
で
は
な
い
の
か
。 

ま
た
関
係
す
る
法
令
に
欠
陥
が
あ
り
、
法
令
の
運
用
に
よ
り
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
、
ど
の
よ
う
な 

 
 

行
政
救
済
の
可
能
が
あ
る
の
か
。 

一
三 

 



 

「
石
油
を
除
去
す
る
た
め
の
装
置
」
の
項
に
よ
れ
ば
、
そ
の
機
能
説
明
と
し
て
「
石
油
を
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
か
ら
除 

 
 

去
す
る
た
め
に
は
、
ピ
グ
取
扱
い
装
置
〔
ラ
ン
チ
ャ
ー
・
レ
シ
ー
バ
ー
〕
を
使
用
し
、
次
の
手
順
を
以
て
ス
フ
ェ 

 
 

ア
ー
を
窒
素
ガ
ス
で
ラ
イ
ン
内
を
通
過
せ
し
め
、
ラ
イ
ン
内
石
油
を
除
去
す
る
も
の
（
以
下
「
公
団
方
式
」
と
い 

 

う
）
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
運
輸
省
及
び
公
団
の
見
解
を
次
に
よ
り
根
拠
を
添
え
て
明
示
さ
れ
た
い
。 

(4) 

暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
は
公
団
方
式
の
み
で
あ
つ
て
、
伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
方
式

2
に
相
当
す
る 

 

方
式
を
設
け
な
い
理
由 

(3) 

暫
定
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
よ
り
も
伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
方
が
、
危
険
物
除
去
措
置
（
危
険
物
規
則
第
二 

 

十
八
条
の
三
十
四
）
に
つ
い
て
の
保
安
性
能
が
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。 

(2) 

右
が
技
術
基
準
告
示
第
四
十
六
条
に
違
反
し
な
い
と
す
る
な
ら
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(1) 

本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
は
、
事
業
法
施
行
令
附
則

2
項
に
よ
り
届
け
出
さ
れ
た
と
き
、
技
術
基
準
省
令
第 

 

三
十
四
条
の
石
油
除
去
措
置
は
ど
の
よ
う
に
な
つ
て
い
た
か
。
そ
の
原
理
を
図
解
さ
れ
た
い
。 一

四 

 



 

(8) 

右
に
よ
る
消
防
法
第
十
二
条
一
項
に
係
る
違
法
状
態
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
発
生
し
た
と
し 

 

て
よ
い
か
。 

(7) 

公
団
方
式
で
は
何
故
危
険
物
告
示
第
四
十
九
条
に
違
反
す
る
の
か
。 

(6) 

右
に
つ
い
て
伊
達
火
力
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で
は
方
式
2
に
よ
り
何
故
す
べ
て
の
場
合
に
対
処
で
き
る
の
か
。 

(5) 
配
管
に
異
常
事
態
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
発
生
が
予
測
さ
れ
、
緊
急
し
や
断
弁
が
閉
じ
ら
れ
た
あ
と
、
異 

 
 

常
事
態
か
ら
回
復
す
る
補
修
作
業
の
た
め
、
公
団
方
式
で
は
配
管
内
の
危
険
物
が
ど
の
よ
う
に
し
て
安
全
に 

 

除
去
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
次
の
場
合
に
分
類
し
て 

(ニ) 

緊
急
し
や
断
弁
に
異
常
が
生
じ
、
開
か
な
く
な
つ
た
場
合 

(ハ) 

配
管
の
一
部
か
ら
の
応
急
措
置
可
能
な
漏
え
い
の
場
合 

(ロ) 

配
管
の
一
部
か
ら
の
応
急
処
置
不
能
の
漏
え
い
の
場
合 

(イ) 

配
管
内
一
部
が
切
断
し
た
場
合 

一
五 

 



 

 

一
六 

(9) 
右
違
法
状
態
を
解
消
す
べ
く
、
消
防
法
第
十
一
条
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
許
可
申
請
は
何
時
な
さ 

 
れ
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


